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○鋸南町住宅取得奨励金交付要綱 

平成24年２月15日鋸南町告示第５号 

改正 

平成24年７月２日鋸南町告示第30号 

平成27年３月26日鋸南町告示第12号 

平成30年３月20日鋸南町告示第11号 

平成31年３月29日鋸南町告示第18号 

令和２年10月９日鋸南町告示第88号 

令和４年３月31日鋸南町告示第53号 

鋸南町住宅取得奨励金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、町内に定住する意思を持って新築住宅を取得した者に対し、鋸南町補助金等

交付規則（昭和51年鋸南町規則第５号）及びこの要綱に基づき、予算の範囲内において奨励金を

交付することにより、本町への定住促進及び地域経済の活性化を図り、もって活気にあふれた地

域社会を築くことを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 新築住宅 自己の居住の用に供するために町内に新たに建設された一戸建て住宅若しくは

併用住宅（建替えを含む。）又は購入された住宅であって、その建設後使用されたことのない

もののうち、その建設工事の完了の日から起算して１年以内のものをいう。 

(２) 定住 10年以上居住する意思を持って、自己又は同居する者の所有（共有を含む。）する

住宅に住居を定め、かつ、当該住宅の所在地が住民基本台帳法に基づく本町の住民基本台帳に

記録されており、生活実態があることをいう。 

(３) 転入者 定住するため他の市区町村から本町に転入したもので、転入する日前３年間、住

民基本台帳法（昭和42年法律第81号）に基づく本町の住民基本台帳に記録されたことがない者、

又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の

出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第４条の規定による廃止前の外国人登録

法（昭和27年法律第125号）に基づく本町の外国人登録原票に登録されたことがない者をいう。 

(４) 居住用面積 居間、寝室、台所その他の専ら居住の用に供する部分の面積をいう。 
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(５) 子供世帯 奨励金対象住宅の認定申請時に、満18歳以下の子供を持つ世帯をいう。 

（対象新築住宅） 

第３条 奨励金の交付の対象となる新築住宅（以下「対象新築住宅」という。）は、次の各号のい

ずれにも該当するものとする。 

(１) 建築士の設計による住宅であって、建築基準関係規定及びその他関係法令等に準拠してい

る住宅であること。 

(２) 平成24年４月１日以後に建築基準法（昭和25年法律第201号）第６条第１項又は第６条の２

第１項に規定する確認済証の交付を受け、同法第７条第５項又は第７条の２第５項に規定する

検査済証の交付を受けていること。ただし、建築基準法第６条第１項第２号又は第３号以外の

住宅であって、建築基準法第６条第１項第４号により指定される区域以外の区域にあっては、

この限りでない。 

(３) 居住用面積が70平方メートル以上であること。 

（交付対象者） 

第４条 奨励金の交付を受けることができる者（以下「交付対象者」という。）は、対象新築住宅

を建築し、又は購入した者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特別

の事情があると認めるときは、この限りでない。 

(１) 奨励金の交付申請時において、対象新築住宅に定住していること。 

(２) 対象新築住宅の登記事項証明書において、２分の１以上の所有権を確認できること。 

(３) 奨励金の交付申請時において、申請者及び同居している者に町税等の滞納がないこと。 

(４) この告示の規定による奨励金を過去に受け取ったことがないこと。 

(５) 令和８年３月31日までに奨励金の交付の決定を受けることができるものであること。 

（奨励金の額） 

第５条 奨励金の額は、別表に定めるとおりとする。 

（奨励金対象住宅の認定申請） 

第６条 交付対象者は、奨励金の交付に係る新築住宅について、あらかじめ奨励金対象住宅として

認定を受けなければならない。 

２ 交付対象者は、前項の認定を受けようとするときは、対象新築住宅に係る建築確認の日（建築

基準法第６条第１項第２号又は第３号以外の住宅であって、建築基準法第６条第１項第４号の規

定により指定される区域以外の区域にあっては、同法第15条における工事届の届出日、売買契約

の場合は、当該売買契約の締結日）から３カ月以内に住宅取得奨励金対象住宅認定申請書（別記
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第１号様式）に次に掲げる書類を添え、町長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない

事情がある場合で、町長が特に認める場合にあっては、この限りでない。 

(１) 交付対象者及び同居を予定している者の住民票の写し 

(２) 転入及び定住を予定している者にあっては、戸籍の附票の写し 

(３) 工事請負契約書または売買契約書の写し 

(４) 居住用面積が明らかになる図面及び計算書 

(５) 建築士免許証の写し 

(６) 建築確認済証の写し 

（建築基準法第６条第１項第２号又は第３号以外の住宅であって、建築基準法第６条第１項

第４号の規定により指定される区域以外の区域にあっては、工事届の写し） 

(７) 定住誓約書（別記第２号様式） 

(８) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

３ 前項の規定による申請は、転入届出以前においても、行うことができるものとする。 

（奨励金対象住宅の認定） 

第７条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは

住宅取得奨励金対象住宅認定通知書（別記第３号様式）により、認定できないときは住宅取得奨

励金対象住宅不認定通知書（別記第４号様式）により、当該申請を行った者に通知するものとす

る。 

（奨励金の交付申請） 

第８条 交付対象者は、奨励金の交付を受けようとするときは、住宅取得奨励金交付申請書（別記

第５号様式）に次に掲げる書類を添え、町長に申請しなければならない。 

(１) 申請する者及び同居している者の住民票の写し（第６条の規定による認定申請時から変更

のあった場合に限る。） 

(２) 町税等納付状況調査同意書（別記第６号様式） 

(３) 登記事項証明書その他の書類であって、新築住宅の所有者がわかるもの 

(４) 居住用面積が明らかになる図面及び計算書（第６条の規定による認定申請時から変更のあ

った場合に限る。） 

(５) 建築完了検査済証の写し（ただし、建築基準法第６条第１項第２号又は第３号以外の住宅

であって、建築基準法第６条第１項第４号の規定により指定される区域以外の区域にあっては、

建築工事完了報告書（別記第12号様式）とする。） 
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(６) 住宅取得奨励金対象住宅認定通知書（別記第３号様式）の写し 

(７) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請は、対象新築住宅の建設完了の日から２年以内にしなければならない。 

（奨励金の交付決定） 

第９条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは

住宅取得奨励金交付決定通知書（別記第７号様式）により、奨励金を交付しないときは住宅取得

奨励金不交付決定通知書（別記第８号様式）により、当該申請を行った者に通知するものとする。 

２ 前項の規定による住宅取得奨励金交付決定通知書をもって、交付額の確定の通知とみなすもの

とする。 

（奨励金の交付請求） 

第10条 前条第２項の規定により交付額の確定を受けた者が、奨励金の交付を請求しようとすると

きは、住宅所得奨励金交付請求書（別記第９号様式）により町長に請求しなければならない。 

（交付決定の取り消し等） 

第11条 町長は、第９条第１項の規定により交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）

が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による交付の決定を取り消すことができる。 

(１) 偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたとき。 

(２) 奨励金の交付決定の日から起算して10年以内に転出又は相続以外で第三者に権利が移転し

たとき（災害により新築住宅の滅失、死亡その他やむを得ない事情があると認められるときを

除く。）。 

(３) 奨励金の交付決定の日から起算して10年以内に、当該世帯において町税等の滞納が生じた

とき（町長が相当の理由があると認めた場合を除く。）。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、町長が奨励金の交付を不適当と認めるとき。 

２ 町長は前項の規定により交付の決定を取り消したときは、住宅取得奨励金交付決定取消通知書

（別記第10号様式）により、当該交付の取り消した者に通知するものとする。 

（奨励金の返還） 

第12条 町長は、前条第１項の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に奨励金を交

付しているときは、当該奨励金の全部または一部を返還させることができる。 

２ 町長は、前項の規定により奨励金を返還させようとするときは、住宅取得奨励金返還通知書（別

記第11号様式）により、当該奨励金を返還すべき者に通知するものとする。 

３ 前項の規定による通知を受けた者は、町長が定める期日までに奨励金を町長に返還しなければ
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ならない。 

（住所等の確認） 

第13条 町長は、奨励金の交付による定住化等の促進の状況を把握するため必要があると認めると

きは、奨励金の交付決定の日から10年間、当該交付対象者の住所及び町税等の納付状況を確認す

ることができる。 

（委任） 

第14条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成24年２月15日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は令和８年３月31日限り、その効力を失う。 

附 則（平成24年７月２日鋸南町告示第30号） 

この告示は、平成24年７月９日から施行する。 

附 則（平成27年３月26日鋸南町告示第12号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成30年３月20日鋸南町告示第11号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成31年３月29日鋸南町告示第18号） 

１ この告示は、平成31年４月１日から施行する。 

（失効に伴う経過措置） 

２ この告示の失効の際、執行前までに交付決定をした者に係る奨励金の交付及び返還に関する規

定については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。 

（経過措置） 

３ 改正後の鋸南町住宅取得奨励金交付要綱の規定は、平成31年４月１日以後に奨励金対象住宅の

認定した者に適用し、同日前に奨励金対象住宅の認定した者については、なお従前の例による。 

附 則（令和２年10月９日鋸南町告示第88号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年３月31日鋸南町告示第53号） 

１ この告示は、令和４年４月１日から施行する。 
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（失効に伴う経過措置） 

２ この告示の失効の際、執行前までに交付決定をした者に係る奨励金の交付及び返還に関する規

定については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。 

（経過措置） 

３ 改正後の鋸南町住宅取得奨励金交付要綱の規定は、令和４年４月１日以後に奨励金対象住宅の

認定をした者に適用し、同日前に奨励金住宅の認定した者については、なお従前の例による。 

別表（第５条関係） 

種別 申請者 対象住宅 奨励金額 

Ａ 

転入者 

町内建設業者により建設された

もの 

70万円 

（100万円） 

Ｂ 
町外建設業者により建設された

もの 

40万円 

（70万円） 

Ｃ 

町内居住者 

町内建設業者により建設された

もの 

50万円 

（80万円） 

Ｄ 
町外建設業者により建設された

もの 

20万円 

（50万円） 

※１ 町内建設業者とは建設業法第２条第３項に規定する建設業者又は同法第３条第１項ただし

書に規定する軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者で、法人については町内に

本・支店があり、個人については町内に主たる事業所がある業者とする。 

※２（    ）は子供世帯特別加算がされた場合の奨励金額 

＊認定申請時に18才以下の子供を持つ世帯 
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別記第１号様式（第６条関係） 
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別記第２号様式（第６条関係） 
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別記第３号様式（第７条関係） 
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別記第４号様式（第７条関係） 
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別記第５号様式（第８条関係） 
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別記第６号様式（第８条関係） 
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別記第７号様式（第９条関係） 
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別記第８号様式（第９条関係） 
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別記第９号様式（第10条関係） 
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別記第10号様式（第11条関係） 
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別記第11号様式（第12条関係） 
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別記第12号様式（第８条関係） 

 


